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津山市議会議員の倫理に関する条例 逐条解説及び運用指針

（目的）

第１条 この条例は，津山市議会議員（以下「議員」という。）の責務及び行為規範

を定めることにより，市民全体の代表者としてその人格と倫理の向上に努め，常に

誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し，もって清浄で民主的な市政の発展

に寄与することを目的とする。

【解説】

議員の政治倫理について、その基本事項を定めることにより、議員は市民全体の

代表者としてその人格と倫理の向上に努めるとともに、常に誠実かつ公正にその職

務を行い、民主的な市政の発展に寄与することを本条例の目的として定めています。

（議員の責務）

第２条 議員は，市民全体の代表者として市政に携わり，公共の利益を追求するとい

う自らの役割を深く自覚し，その使命の達成に努めなければならない。

２ 議員は，政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは，自ら真摯かつ

誠実に事実を明らかにし，その責任を明確にしなければならない。

【解説】

第１項は、議員自ら市民全体の代表者であることを自覚し、使命の達成に努める

ことを規定しています。

第２項は、本条例の行為規範等に反する疑惑が生じた場合に自らその解明に努め

ることを明記し、津山市議会議員倫理調査会及び津山市議会議員倫理審査会が開

かれた場合の疑惑解明への責務を明確にしています。

（行為規範）

第３条 議員は，次の各号に掲げる行為規範を遵守しなければならない。

⑴ 市民の代表として，刑事罰を受ける等その品位と名誉を損なう一切の行為を慎

み，その職務に関し市民の信頼を損なう行為をしないこと。

⑵ 市が行う許可，認可等の処分その他の行為又は市が締結する請負その他の契約

に関し，特定の者に有利又は不利となるような働きかけをしないこと。

⑶ 権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

⑷ 市職員の公正な職務執行を妨げ，又はその権限若しくは地位による影響力を不

正に行使するよう働きかけをしないこと。

⑸ 市職員の採用，昇任，降任，転任，人事異動等人事に関する働きかけをしない

こと。
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⑹ 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付を受けないこと。

⑺ 市民から公正な職務の遂行に反する行為を求められた場合又はその地位によ

る影響力を不正に行使させるような働きかけがあった場合は，これに応じないこ

と。

⑻ 津山市暴力団排除条例（平成２３年津山市条例第２１号）第２条第１号に規定

する暴力団，同条第３号に規定する暴力団員等及びこれらと社会的に非難される

べき関係を有するものと利害関係をもたないこと。

【解説】

議員が遵守すべき行為規範について具体的に規定しています。

(１)市民の代表として、刑事罰を受ける等その品位と名誉を損なう行為の禁止

(２)市が行う許可、認可、契約等への口利き、妨害などの関与の禁止

(３)議員の権限又は地位を利用して不正な金品を授受することの禁止

(４)市職員が行う業務への不正な関与の禁止

(５)市職員の採用その他の人事への不当な関与の禁止

(６)政治的・道義的な批判を受けるような寄付の受領の禁止

(７)市民からの不当要求行為に応じることの禁止

(８)津山市暴力団排除条例に規定されている暴力団等と利害関係をもつことの禁

止

【運用指針】

行為規範の運用に当たっては、議員の正当な活動を制限することのないよう留意

しなければならない。

◎発言自由の原則

明らかに法令や会議規則に違反する場合を除き、議会の会議及び委員会における

議員の発言は、原則自由であり、議会以外から制約を受けることはないと考えられ

るので、本条例に基づく調査請求の対象としない。

（市税等納付状況の報告義務）

第４条 議員は，津山市が賦課する税，国民健康保険料，介護保険料及び後期高齢者

医療保険料（以下この項において「市税等」という。）の納付状況を記載した報告

書及び市税等の納付状況を確認できる書類（以下この条において「納付状況報告書

等」という。）を毎年７月１日から同月３１日までの間に，議長に提出しなければ

ならない。

２ 納付状況報告書等の提出期限後に公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

３条又は第１１３条の規定により行われた選挙において当選した者（当該選挙前か

ら引き続き議員であった者を除く。）は，当該選挙の当選証書が付与された日から
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６０日以内に，納付状況報告書等を議長に提出しなければならない。

３ 議長は，前２項の規定により提出された納付状況報告書等を，これを提出すべき

期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。

４ 議長は，必要があると認めるときは，前項の規定により保存されている納付状況

報告書等を別に定めるところにより公開することができる。

【解説】

第１項及び第２項は、市税等の納付状況がわかる報告書を、自ら議長へ提出する

ことを規定しています。なお、市税等の納付状況が確認できる書類（添付資料）

とは、全税目の納税証明書、完納証明書、又はその他の市税等の納付状況が確認

できる書類（領収証、口座振替通知書等）とします。

第３項は、提出された納付状況報告書等の保存期間について規定しています。

第４項は、保存されている納付状況報告書等の公開について、議長が定めるとこ

ろにより、プライバシー権を侵害しない範囲で公開できることを規定しています。

【運用指針】

◎市税等の納付状況を確認できる書類は、完納証明書を原則とするが、その他全

税目に関する納税証明書、口座振替通知書、領収証書によることもできる。

（調査の請求）

第５条 議員の選挙権を有する者（公職選挙法第２２条の規定による選挙人名簿の登

録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。以下この条におい

て「有権者」という。）又は議員は，行為規範に反する疑いがあると認められる議

員があるときは，有権者にあっては有権者１００人以上の，議員にあっては議員の

定数の８分の１以上の連署をもって，代表者から，行為規範に反する疑いがあると

認められることを証する書面等を添えて，議長に対し調査の請求（以下「調査請求」

という。）をすることができる。

【解説】

行為規範に違反している疑いがあると認められる場合、市民及び議員が調査を請

求できる手続きを規定しています。

【運用指針】

「行為規範に反する疑いがあると認められることを証する書面等」とは、行為

規範に反する疑いがあることを客観的に判断できる書類等をいい、主観的、恣意

的なものは認められない。(調査会において判断)

（調査会）

第６条 議長は，調査請求があったときは，直ちに津山市議会議員倫理調査会（以下

「調査会」という。）を設置するものとする。

２ 調査会は，委員１０人以内をもって組織する。
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３ 調査会の委員は，議長が議員のうちから全員協議会の承認を得て指名する。

４ 調査会の委員の任期は，議長に対し当該事案の調査結果の報告を終了したときま

でとする。

５ 前項の規定にかかわらず，調査会の委員が議員の職を失ったときは，委員を解任

されるものとする。

６ 調査会の会議は，原則として非公開とする。

７ 調査会は，調査請求の適否及び津山市議会議員倫理審査会（以下「審査会」とい

う。）の設置の要否について協議し，その結果を議長に報告するものとする。

８ 調査会に会長及び副会長各１人を置き，それぞれ委員の互選によって定める。

９ 調査会の会長は，調査会を代表し，議事その他の会務を総理する。

１０ 調査会の副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは，その職務を代理する。

【解説】

第１項は、議長は、調査請求を受けたときは、議員で構成する議員倫理調査会を

設置して、調査することを規定しています。

第２項から第５項までは、調査会は議員のうちから議長が指名する１０人以内の

委員で組織され、任期は当該審査終了又は議員の職を失ったときまでと規定して

います。

第６項は、調査会の会議は、原則非公開とすることを規定しています。

第７項は、調査会は審査会の設置の要否について協議し、その結果を議長に報告

することを規定しています。

第８項から第１０項までは、会長及び副会長について、人数、選出方法及び職務

を規定しています。

【運用指針】

調査会の会議については、原則として非公開とすると規定しているが、議会の説

明責任を果たすために、可能な範囲で情報公開に努めるものとする。

◎調査会の会長、副会長の氏名及び開催日時等は、調査会で協議し、公開すること

ができることとします。

◎調査結果の報告を受けた議長は、その結果が審査会設置は不要とするものである

場合は、不要と判断した理由について全員協議会で公表することとします。

（審査会）

第７条 議長は，前条第７項の規定による報告に基づき，必要があると認めるときは，

審査会を設置し，審査を付託するものとする。

２ 審査会は，委員１５人以内をもって組織する。

３ 審査会の委員は，公募による市民，市民を代表する者，学識経験を有する者及び

議員の中から，議長が委嘱し，又は指名する。

４ 前３項に定めるもののほか，審査会の委員の任期その他の組織に関する事項につ



5

いては，前条第４項，第５項及び第８項から第１０項までの規定を準用する。この

場合において，これらの規定中「調査会」とあるのは，「審査会」と読み替えるも

のとする。

【解説】

議長は、調査会より審査会の設置が必要との報告を受けたときは、議員と市民

で構成する議員倫理審査会を設置し、審査することを規定しています。

（審査会の審査）

第８条 審査会は，前条第１項の規定により付託された事案に関し，行為規範に反す

る行為の存否について審査を行う。

２ 審査会は，前項の規定による審査を行うため，審査の対象となった議員（以下「審

査対象議員」という。），調査請求をした者等に対し，出席を求め，意見若しくは

事情を聴取し，又は報告を求める等必要な調査を行うことができる。

３ 審査対象議員は，審査会に対し，書面又は口頭により弁明することができる。

４ 審査会の会議は，原則として公開とする。ただし，出席委員の３分の２以上の同

意があるときは，非公開とすることができる。

５ 審査会は，第１項の規定による審査を終えたときは，その審査結果を議長に報告

しなければならない。この場合において，審査会は，必要と認める措置について，

理由を付した書面をもって報告するものとする。

６ 議長は，前項の規定による報告があったときは，速やかにその報告内容を記載し

た書面の写しを当該調査請求をした者に送付するとともに，その概要を公表しなけ

ればならない。

【解説】

第１項及び第２項は、審査会の審査方法について規定しています。

第３項は、審査対象議員の弁明の機会について規定しています。

第４項は、会議は公開を原則とし、非公開とすることができる条件を規定してい

ます。

第５項は、審査結果について、審査会から議長に報告することを規定しています。

第６項は、議長が審査結果の報告を受けたときは、速やかに概要を公表すること

を規定しています。

（審査結果の尊重）

第９条 議長は，審査会から報告を受けた事項を尊重し，審査対象議員が行為規範に

反したと認められる場合は，議会の名誉と品位を守り，市民の信頼を回復するため，

対象議員に対して必要な措置を講ずるものとする。

２ 議長は，審査対象議員が行為規範に反していないと認める場合は，当該議員の名

誉及び信頼を回復するため，必要な措置を講ずるものとする。
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【解説】

第１項は、議長は審査会の審査結果を尊重し、行為規範違反が認められる場合は

所要の措置を講じ、議会の名誉と品位を守ることを規定しています。

第２項は、行為規範違反が認められない場合は、審査対象議員の名誉及び信頼回

復のため、所要の措置を講ずるよう規定しています。

（守秘義務等）

第１０条 調査会及び審査会の委員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その者が委員でなくなった後も，同様とする。

２ 調査会及び審査会の委員は，その職務を政治的な目的のために利用してはならな

い。

３ 調査会及び審査会の委員は，公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

【解説】

第１項は、調査会及び審査会の委員の守秘義務について規定しています。

第２項は、調査会及び審査会の委員がその職務を政治的な目的のために利用する

ことを禁止しています。

第３項は、調査会及び審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなけれ

ばならないことを規定しています。

（委任）

第１１条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，議長

が別に定める。

【解説】

この条例の手続きの詳細に関しては、条例施行規程で定めることを規定していま

す。

根拠

付 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前になされた行為については，この条例は適用しない。
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【解説】

この条例の適用は、違反行為を起こした時点を基準とし、係争中や捜査中のもの

や施行後に刑が確定した事件であっても、施行日以前に発生した事件は対象とし

ない。

付 則（平成２７年３月２４日条例第２号）

この条例は，平成２７年５月１日から施行する。


